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生産緑地地区追加指定の応募状況について

－１－

７ 件追加指定申請

追加指定の目的

市街化区域内の農地等は、緑のオープンスペース機能、防災避難空間としての

機能、雨水の貯留や水循環を担う機能等を期待することができ、また、農林漁業と

調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があります。

そのような生駒の最大の魅力である多彩な自然的環境をみんなで守り、誇りある

輝く資産として、未来に継承するという観点から、生駒市では、市民の森制度や樹

林バンク制度等に加え、今年度より生産緑地の新たな追加指定の募集を行い、指

定要件を満たす農地等を生産緑地地区に指定します。

応募件数

※平成２４年７月３１日現在



生産緑地追加指定申請箇所一覧
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生産緑地地区

追加指定箇所
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第2阪奈道路

青山台住宅地

竹林寺
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位置及び航空写真有里町
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生駒郵便局
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位置及び航空写真俵口町

阪奈道路

生産緑地地区
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都市計画道路
宛ノ木線
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生産緑地地区

追加指定箇所
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平成２３年１２月１９日・・・生駒市都市計画審議会へ報告

平成２４年２月・・・・・・生駒市農業委員会定例会で報告

４月１５日号広報、HP・・・「追加指定の周知」

５月～７月・・・・・・・・相談、申請の受付

８月～９月・・・・・・内容精査、現地確認

１０月上旬・・・・・・奈良県との事前協議

１０月中旬・・・・・・変更案の縦覧

１１月・・・・・・・・都市計画審議会に諮問

１１月・・・・・・・・奈良県との協議

１２月・・・・・・・・都市計画決定（生産緑地地区として指定）

生産緑地追加指定スケジュール

－７－


